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１．提案依頼の目的 

本要領は、本市が直面する政策課題の解決及び多様化する行政需要への効果的な対応を図り、行政運営の効

率化・合理化を推進し、人的資源をより重要度の高い市政課題へ重点的に配分することを目的として実施する「業務

量調査及び業務改善支援業務委託」について、豊富な知見及び専門的ノウハウを有する民間事業者を公募型プロポ

ーザル方式により選定するため、必要な事項を定めるものである。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名称 

伊勢崎市業務量調査及び業務改善支援業務委託 

（２）内容 

別紙「伊勢崎市業務量調査及び業務改善支援業務委託仕様書」の「５ 業務内容」に準じる。 

（３）業務場所 

伊勢崎市役所外 

（４）履行期間（予定） 

契約締結日から令和１０年３月３１日まで。 

なお、契約については仕様書内「４ 業務の位置付け（フェーズ構成）」に基づき、令和８年度、令和９年度の年

度ごとに締結する。 

（５）提案上限額 総額２６，１４７，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

     （令和８年度：１０，９８９，０００円 令和９年度：１５，１５８，０００円） 

※上記金額を超える提案は受け付けない。 

 

３．提案書の作成 

（１）共通事項について 

① 企画提案書の提出は、１者につき１点とする。 

② 用紙は日本産業規格（JIS）A４用紙を縦に使用し左綴じとする。なお、A3判の挿入は可とするが、A４判に 

折り込み、２ページとして換算とすること。 

③ 企画提案書の表紙には、社名及び代表者名を記載し、押印すること。 

④ 紙媒体により正本１部、副本１０部、電子媒体（CD-R又はDVD-R）に記録したもの１部を提出するこ 

と。なお、データ形式は、マイクロソフト社のWord、Excel、PowerPointのいずれか又はアドビ社のAcrobat 

Readerにて表示できる形式とすること。電子メール又はファイル共有サービスにより提出する場合も、同様の形式

で作成したデータ一式を送付すること。 

⑤ 提案内容は具体的かつ詳細に記載すること。 

⑥ 企画提案書は５０ページ以内（表紙及び目次を除く）、両面印刷の場合は１葉を２ページとして換算 

  する。 

⑦ 表紙の裏面は目次とし、表紙及び目次を除き、各ページに通し番号を付すこと。 

（２）提案書の構成について 

提案書の作成に当たっては、別紙「伊勢崎市業務量調査及び業務改善支援業務委託仕様書」を参考にし、本

業務の趣旨を踏まえた内容とすること。なお、提案書の構成は、次に掲げる項目に沿って作成することとし、年度別経

費見積書（様式６）の該当項目との対応関係が分かるよう整理して記載すること。 

① 会社概要 
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  貴社の概要を記載すること。 

② 自治体への取組、業務実績 

業務実績表（様式２）を作成し、提出すること。業務実績は本業務と同種又は類似する業務実績を記 

載すること。なお、本様式の内容を提案書本文に記載する必要はなく、当該様式は提案書の５０ページには含

めない。 

③ 連携協力事業者（部分下請負事業者） 

連携協力事業者（部分下請負事業者）（様式３）を記載し提出すること。なお、本様式の内容を提案書

本文に記載する必要はなく、当該様式は提案書の５０ページには含めない。 

④ 業務体制図・進捗管理計画 

業務体制図及び進捗管理計画（様式４）を作成し提出すること。なお、本様式の内容を提案書本文に記

載する必要はなく、当該様式は提案書の５０ページには含めない。 

⑤ 業務実施支援体制 

本業務における業務実施支援体制（問い合わせ対応、改善提案体制、継続的フォロー体制等）について、 

具体的に記載すること。 ※本項目は提案書本文に記載すること。 

⑥ 導入スケジュール 

      「４ 導入スケジュール」を参考に、本業務全体の実施工程及び主要なマイルストーンを具体的に記載するこ 

と。 

⑦ その他有益な提案等 

仕様書で記載された内容以外で独自提案又は本市にとって有益な事項があれば記載すること。なお、当該提 

案の実現に追加費用を要する場合は、年度別経費見積書（様式６）に当該費用を記載すること。 

 

４. 導入スケジュール 

本業務に係る想定スケジュールは、次のとおりとする。 

（１）契約締結：令和８年７月上旬 

（２）業務量調査票の設計及び調査の実施：令和８年７月～令和８年１０月 

（３）調査結果の集計及び分析：令和８年１１月～令和８年１２月 

（４）BPR対象業務の選定（５業務程度）：令和９年１月～令和９年３月 

（５）BPR対象業務の詳細分析及び業務改善策の検討：令和９年４月～令和１０年３月  

 

５．優先交渉権者の選考方法 

（１）審査委員会の設置 

優先交渉権者の選考は、審査委員会を設置して行う。 

（２）一次審査 

提出された提案書等について、別紙｢評価基準｣に基づき書類審査を行う。なお、必要に応じてヒアリングを実施す

る場合がある。 

（３）二次審査 

一次審査の上位３者を対象としてプレゼンテーション審査を行い、総合評価により優先交渉権者を選定する。ただ

し、一次審査において最上位者と第２位者との得点差が、二次審査の満点を上回り、二次審査を実施しても順位

が変動しないと合理的に認められる場合は、委員会の判断により二次審査を実施しないことがある。この場合、一次

審査の結果をもって優先交渉権者を決定する。なお、プレゼンテーションの日時、場所その他の詳細は、一次審査結
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果の通知時に併せて通知する。また、プレゼンテーションの提案内容説明は、本業務の実施体制における責任者及

び主たる担当者が行うものとし、提案書に記載した実施体制と著しく異なる者による対応は認めない。 

（４）事業者の決定 

（２）及び（３）の審査を経て選定された者を優先交渉権者として通知し、仕様内容等の確認及び必要な修

正について協議を行い、双方の合意が成立した場合に、本業務の受託事業者として決定する。なお、合計得点が同

点の場合は、経費見積書における見積金額合計額の低い方を上位とする。また、優先交渉権者との協議が整わな

い場合は、評価結果に基づく順位に従い、次順位の者と順次協議を行う。  

 

６．選考スケジュール 

（１）選考スケジュールについて 

事業者選定に係る手続きのスケジュールは、次のとおりとする。 

なお、プレゼンテーション審査の実施日その他の日程については、やむを得ない事情により変更する場合がある。その 

場合は、提案募集事務局から参加事業者に対し、速やかに通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）資料提出について 

① 提出書類及び提出期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 提出先 

〒３７２－８５０１ 

群馬県伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

伊勢崎市企画部経営企画課 

項番 項目 日程 

１ 質問受付期限 令和８年５月２０日（水）午後３時まで 

２ 質問回答期限 令和８年５月２６日（火）午後５時まで 

３ 企画競技参加届提出期限 令和８年５月２９日（金）午後３時まで 

４ 企画提案書及び見積書提出期限 令和８年６月１０日（水）正午まで 

５ 一次審査結果通知 令和８年６月２４日（水） 

６ プレゼンテーション審査 令和８年７月２日（木） 

７ 優先交渉権者決定通知 令和８年７月６日（月） 

８ 契約締結 令和８年７月上旬（予定） 

提出書類 部数 提出期限 

企画提案競技参加届（様式１） １部 令和８年５月２９日（金）

午後３時（必着） 

・企画提案書 

・企画提案書（CD-R又はDVD- 

R） 

・年度別経費見積書（様式６） 

正本 １部 

副本 １０部 

電子媒体 1部 

令和８年６月１０日（水）

正午（必着） 

納税証明書（滞納のない証明） １部 優先交渉権者のみ提出 
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TEL：０２７０－２７－２７０７ 

e-mail：kikaku@city.isesaki.lg.jp 

    ③ 提出方法 

提案募集事務局へ持参又は郵送（受付期間内必着。郵送の場合は、特定記録郵便、簡易書留、書留の 

いずれかの方法に限る）により提出すること。また、メールにより電子データ（PDF）を提出すること。持参の場合は 

提出予定日の前開庁日の午後５時までに、提案募集事務局に提出時間を電話で連絡すること。郵送の場合は 

発送後に提案募集事務局へ電話又はメールで連絡すること。 

※持参による提出可能時間は、本市の閉庁日を除く各日午前８時３０分から午後５時までとする。ただし、

令和８年６月１０日（水）については、午前８時３０分から正午までとする。 

 

７．その他 

（１）質疑応答について 

本企画提案に関する質疑応答は、次のとおりとする。 

① 様式は、（様式５）を使用すること。 

② 照会先は、６（２）②に記載された提出先とする。 

③ 照会方法は、電子メールによる提出のみとする。また、メールの件名は「プロポーザル質問書」とし、電子メール送 

信後に電話で電子メールの着信を必ず確認すること。 

④ 照会期限は、令和８年５月２０日（水）午後３時までとする。期限を過ぎた質問は一切受け付けない。 

⑤ 回答方法は、質疑内容を集約した上で、令和８年５月２６日（火）午後５時までに市ホームページに掲

載する。なお、質問者の企業名は公表しない。 

⑥ その他 

選定委員の役職・氏名及び他の参加事業者に関する質問には一切応じない。 

（２）参加資格 

次の全ての条件を満たし、事業を安定的かつ円滑に実施できること。  

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく 

手続開始の申立てがなされていないこと。 

③ 本市が定める入札参加資格を有し、且つ伊勢崎市建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名 

停止期間中でないこと。 

④ 暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

⑤ 法人税、消費税及び地方消費税並びに本店及び委任営業所の所在地の地方税に未納がないこと。 

（３）企画提案書等の取り扱いについて 

提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて、契約時の仕様書として取り扱う予定である。ただし、最 

終的な契約仕様は、市と優先交渉権者との協議により確定することとし、本業務の目的達成のために必要と判断さ 

れる場合、本市と受注者との協議により、項目の追加・変更・削除や見積金額の再算定を求めることがある。 

（４）提出書類の無効について 

次のいずれかに該当する場合は、提出書類を無効とする。 

① 提出期限を過ぎて提出された場合。 
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② 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

③ 審査の公平性を害する行為があった場合。 

④ 審査委員又は関係者に本企画に対する助言を求めた場合。 

（５）企画提案に関する留意事項について 

① 本提案に係る諸経費等は、参加事業者の負担とする。 

② 原則として、提出された書類等は返却しない。 

③ 参加辞退は自由であり、辞退したことによる不利益な扱いは行わない。 

④ 提出された書類は、審査目的以外には使用しない。 

⑤  提出された書類は、審査目的の範囲内で複製することがある。 

⑥ 提出書類に含まれる著作物の著作権は、参加事業者に帰属する。 

⑦ 本提案への参加・不参加を問わず、本業務において知り得た情報（周知の情報を除く）は本業務の目的以 

外に使用せず、第三者に開示又は漏洩してはならない。また、本業務への関わりが終了した時点で、本市から配

布された資料は返却し、その他知り得た情報については、適切に破棄すること。 

（６）契約に関する留意事項について 

① 機密保持 

受注者は本業務の遂行中に知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。 

② 損害賠償 

本業務遂行中に受注者が本市又は第三者に損害を与えた場合は、直ちに本市に状況及び内容を報告し、 

本市の指示に従うものとする。また、損害賠償の責任は受注者が負うものとする。 

③ 事故 

本業務中事故があったときは、必要な措置を講じるとともに、事故の原因及び経過、事故による被害内容等につ

いて速やかに本市に報告すること。 

➃ 契約の締結 

優先交渉事業者の選定後、改めて見積書を徴し、業務内容及び契約条件について双方合意の上、委託限度

額の範囲内で随意契約により契約を締結する。 

上記交渉が不成立の場合には、次点以下の事業者と順次交渉を行い、契約を締結する。 

（７）本市施設での作業上の注意 

各施設内で作業を行う場合には、各施設が定める規則等に従うこと。 

（８）その他 

その他の契約に関する項目については、本市のホームページを参照すること。 

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/zaiseibu/keiyaku/2799.html 


